
○東京藝術大学埋蔵文化財発掘調査団要項 

 

      平成21年７月１日    

   学 長 裁 定    
改正  平成23年３月29日  平成25年10月24日 

平成27年５月14日  令和４年９月６日 

令和５年10月26日           

 （設置） 

第１条 本学に存在が予想される遺跡に対し調査を実施し、その記録を作成するこ

とを目的として、東京藝術大学埋蔵文化財発掘調査団（以下「調査団」という｡)

を置く。 

（業務） 

第２条 調査団は、本学の施設整備に伴う埋蔵文化財の発掘調査（以下「発掘調 

査」という｡)に関する次の業務を行う。 

（１）発掘調査の実施に関すること。 

（２）出土した埋蔵文化財の整理に関すること。 

（３）報告書の作成に関すること。 

（４）出土した埋蔵文化財の管理、活用等に関すること。 

（５）その他必要な事項 

（組織） 

第３条 調査団は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

（１）団長 

（２）調査主任 

（３）主任調査員 

（４）顧問 

（５）参与 

第４条 団長は、本学の教授又は准教授で埋蔵文化財の発掘調査に関する知識を有

する者の中から、学長が委嘱する。 

２ 団長は、調査団の業務を統括し、調査団を代表する。 

第５条 調査主任及び主任調査員は、埋蔵文化財の発掘調査に関する知識及び技能

を有する者の中から、学長が委嘱する。 

２ 調査主任は、発掘調査等について指導監督を行う。 

３ 主任調査員は、発掘調査等を担当する。 

第６条 顧問は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 

（１）キャンパスグランドデザイン推進室長 

（２）美術学部建築科の教授又は准教授 １人 

（３）企画総務課長 

（４）財務会計課長 

（５）施設課長 

（６）その他学長が必要と認める者 

２ 顧問は、キャンパスプラン及び行政事務上の指導助言を行う。 

３ 第１項第２号及び第６号の者は、学長が委嘱する。 



第７条 参与は、埋蔵文化財に関する学識経験者の中から、学長が委嘱する。 

２ 参与は、発掘調査等について学術上の指導助言を行う。 

（任期） 

第８条 第３条第１号から第３号及び第５号並びに第６条第１項第２号及び第６号

に掲げる者の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、構成員に欠員が生じた

場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （事務） 

第９条 調査団に関する事務は、関係部局の協力を得て施設課において処理する。

（雑則） 

第１０条 この要項に定めるほか、調査団の運営に関して必要な事項は、別に定め

る。 

 

   附 則 

 この要項は、平成21年７月１日から施行し、平成21年４月１日から適用する。 

附 則 

 この要項は、平成23年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要項は、平成25年10月24日から施行し、平成25年７月18日から適用する。 

附 則 

 この要項は、平成27年５月14日から施行し、平成27年５月１日から適用する。 

附 則 

 この要項は、令和４年９月６日から施行する。 

附 則 

 この要項は、令和５年11月１日から施行する。 

 


